
東京都「年収の壁を知る」
第2回オンラインセミナー

8/29（木） 13:30~15:30

＜講師＞
三浦先生（社労士）

氏家先生（ファイナンシャルプランナー）
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年収の壁とは?6つの壁について

社会保険の加入メリットについて

制度の最新情報、今後の方向性について

国、都の支援策について

＜前半講義＞



そもそも、年収の壁とは??

税金や社会保険料の負担が生じることにより、
手取り額が減少する可能性がある年収のボーダーライン

社会保険料がかからないよう、
働く時間を抑える就業調整をしている方が
多くいらっしゃいます

年収の壁を
超えちゃいそうだな・・・
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＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

小

大

小

大

小

小

※影響度
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＜年収の壁における、6つの壁＞
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＜106万円の壁＞

年収106万円以上となると、社会保険加入適用者になり、
社会保険料分がご自身の給与から差し引かれます。
手取り額が減ることになるため、「壁」と言われています。

※ただし、事業者用の基準や労働者用の他の基準を満たしていなければ、
社会保険加入義務は発生しません。

106万円以上
社会保険加入

（保険料分、手取り額は減少）
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＜106万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

手取り額が
14万円ほど減ってしまう

年収が1万円アップすると

社会保険料が発生
（年収の約15%)

所得税と住民税は減る

a.収入（年収） 1,050,000 1,060,000

b.社会保険料 0 157,764

c.所得税 1,000 0

d.住民税 11,000 5,000

e.控除合計（b+c+d） 12,000 162,764

f.手取り額（a-e） 1,038,000 897,236
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＜130万円の壁＞

年収130万円以上で、配偶者（第2号被保険者）の社会保険の
扶養から外れ、ご自身で社会保険※に加入することになります。

※協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など。

社会保険料分がご自身の給与から差し引かれ、手取り額が減ることに
なるため、「壁」と言われています。

注）ご自身の年齢が60歳以上の場合は、基準は180万円となります。

130万円以上

60歳以上の場合、
180万円以上

社会保険加入
（保険料分、手取り額は減少）
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＜130万円の壁＞

■ご自身の手取り額の変化

手取り額が
16万円ほど減ってしまう

年収が1万円アップすると

社会保険料が発生
（年収の約15%)

所得税と住民税は減る

a.収入（年収） 1,290,000 1,300,000

b.社会保険料 0 197,208

c.所得税 13,000 3,600

d.住民税 33,500 14,600

e.控除合計（b+c+d） 46,500 215,408

f.手取り額（a-e） 1,243,500 1,084,592
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＜個人事業主の場合＞

○個人事業主の方も、年間収入が130万円（60歳以上の方は180万円）
未満であれば、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。※1

※1 年間収入額が、同一世帯の配偶者の半分未満あるいは、
非同一世帯の配偶者からの仕送り額未満であることなど、要件あり。

○年間収入が130万円（60歳以上の方は180万円）以上の場合には、
ご自身で国民健康保険に加入することになります。※2

※2 業界に特化した国民健康保険組合や、地方自治体で設置した組合
の場合もあり。

○また、年金については、国民年金（基礎年金）保険料を支払いつつ、
任意で「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金」などに加入することが
できます。
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＜ダブルワークをしている場合＞

社会保険加入についてパターン

加入しない。
①2つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしていない。

その片方の事業所で加入する。

※報酬月額も合算せず、片方の事業所での報酬月額
のみが保険料の基準となる。

②片方の事業所のみ、
社会保険加入条件を
満たしている。

どちらかの事業所で加入する。

※報酬月額は合算され、その合算額が保険料の基準
となる。
→その分、将来の年金額は増えます。

③2つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしている。



＜前半講義＞

年収の壁とは?6つの壁について

社会保険の加入メリットについて

制度の最新情報、今後の方向性について

国、都の支援策について
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<社会保険（狭義）の種類>

厚生年金 健康保険 介護保険

病気やけがをした
場合に、誰もが安心
して医療にかかること
ができるための保険

老齢・障害・死亡等
伴う稼働所得の減少
を補填し、高齢者・
障害者および遺族の
生活を所得面から
補償する。

加齢に伴い要介護
状態になった人を
社会全体で支える
ための保険
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出典:厚労省

＜社会保険加入メリット＞
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出典:厚労省

＜社会保険加入メリット＞
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出典:厚労省

＜加入年数と年間給与額ごとの厚生年金年額表＞

例えば、年間給与額120万円で25年間厚生年金に加入すると・・・
基礎年金分816,000円に、厚生年金分149,200円が加算されます。

＜社会保険加入メリット＞
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11.58%（健康保険料）＋18.3%（厚生年金保険料）＝約30%

→この約30%を事業者と折半するため、自己負担額は報酬額の約15%となります。
※40歳未満の場合は、介護保険料負担がないため、約14%

自己負担額（全額の1/2） ※協会けんぽの場合

＜社会保険の保険料＞



<参考＞社保加入による手取り額減少額と将来の年金増額イメージ

＜前提＞
・時給1,000円、週30時間（年間1,300時間）勤務
→年収 1,300,000円 うち社会保険料 195,000円 ※年収の15%で計算

・65歳まで社会保険に加入予定
・年金受け取り開始は65歳、89歳まで生存（受取期間は25年間）
・配偶者は2号被保険者
・社会保険料控除に伴う所得税住民税減税分は、年間28,000円とする。

○（例）45歳の場合
・手取り額減少分 （195,000円-28,000円）×20年＝3,340,000円
・年金受取増加額 129,500円×25年＝3,237,500円

○（例）50歳の場合
・手取り額減少分 （195,000円-28,000円）×15年＝2,505,000円
・年金受取増加額 97,000円×25年＝2,425,000円

⇒現在の手取り減少分は、65歳以降の年金生活において、とても頼れる収入源となります。
※数字はあくまでもイメージです。



<参考＞老齢年金受給額イメージ

○平均受給月額（令和4年度末）

・国民年金加入者 56,316円

・厚生年金加入者 143,973円

⇒厚生年金に加入していれば、約9万円の月額年金収入の差となる。
⇒夫婦それぞれで受給できれば、30万円近い世帯月額収入となる。
65歳～89歳までの25年間の累計は、1億円近くに上る。

・＜参考＞標準的なモデル夫婦世帯※ 230,487円
※平均的な収入で40年間働いた夫と、専業主婦（社会保険未加入）の世帯
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令和6年1月公表
「東京でのくらし方、働き方について ～私たちの想い～」
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＜社会保険について＞

社会保険に加入すれば、
社会保険料はかかってくるものの、

医療を受ける際のメリットや、
将来の年金の増額というメリットを享受することができ、
人生に「安心」と「安定」を得ることができます。

しかも、社会保険料の半分は、事業者負担となります。

ポイント☆
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＜年収の壁を超えるメリット・デメリット＞

メリット

○社会保険に加入することで、将来の安心と安定を得ることができます。
しかもその保険料は労使折半です。
○職場でのキャリアアップや昇給、やりがいアップにつながる可能性があります。

○社会保険料や税金の増額分、手取り額が収入額から減ります。
○配偶者のお勤め先から、いわゆる配偶者手当を受け取れなくなる可能性が
あります。
※ただし、配偶者手当制度そのものの見直しが迫られる流れとなっています。

デメリット



＜前半講義＞

年収の壁とは?6つの壁について

社会保険の加入メリットについて

制度の最新情報、今後の方向性について

国、都の支援策について
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事業者基準

従業員数101人以上の事業者にお勤めになっている方が対象。
今年10月から、従業員数※51人以上の事業者にお勤めの方も対象に。
※適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数（短時間労働者は含まない、共済組合員を含む）

出典:厚労省

週
の
勤
務
時
間

＜社会保険加入条件＞
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労働者の基準

事業者基準に加え、上記４つすべてに該当すると、社会保険加入となります。

出典:厚労省

残業代、賞与、通勤手当等は含みません

＜社会保険加入条件＞
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＜（従業員数51人未満企業）社会保険加入条件＞

週の所定労働時間および月の所定労働日数が、
常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

＜例＞正社員の所定労働時間が週40時間の場合

週40時間×3/4=30時間 となります。

⇒週30時間以上の方は、
社会保険に加入となる可能性が高いです。
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＜2025年は年金制度改革の年＞

現在、2025年の次期年金制度改正へ向けた議論が厚生労働省の審議会で行われて
います。今年の年末には、改正案の方向性が示される予定となっています。

厚労省審議会で
審議中

現在 2024年 年末

取りまとめ、
発表

2025年

通常国会に
改正案
提出



方向性検証ポイント

拡大（ほぼ全ての短時間労働者が対象に）厚生年金の対象

今回は見送りか。基礎年金の納付期間延⾧
（40年間→45年間）

未定基礎年金の給付抑制制度（マクロ経済スラ
イド）の早期停止

未定在職老齢年金による年金減額分を緩和し、
高齢者の就労を促進

未定保険料の基準額上限アップ
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＜2025年は年金制度改革の年＞

議論の的になっているのは大きく5項目あり、特に年収の壁とかかわりの強い
社会保険適用事業所の拡大の方向性が示されています。



＜前半講義＞

年収の壁とは?6つの壁について

社会保険の加入メリットについて

制度の最新情報、今後の方向性について

国、都の支援策について
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＜国（厚労省）の支援策＞

出典:厚労省

令和5.10～
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＜東京都の支援策＞

いわゆる配偶者手当を見直す企業に、10万円を交付します!
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＜国、東京都の支援策＞

○106万円と130万円の年収の壁に対応する事業主に対し、
3年間で最大50万円の交付金支給の制度があります。

○皆様のお勤めの企業も、対象になっている可能性が高いです。
もしまだ活用がされていないようであれば、申請を提案して
みるのも一つかもしれません!

ポイント☆



＜後半講義＞

ライフプランニングとは?なぜ必要なのか?

ライフプランニングで自分の未来を考える。

変化を見通す～今後に向けたメッセージ～



どんな人生をおくりたいかをイメージして
人生設計を立てること。

人生は⾧い旅のようなもの。
旅には地図や行程表を持っていきますよね?

「人生の地図＝ライフプラン」を立てましょう。
目標を数字で具体化し、計画的に行動すれば
実現しやすくなります!

＜ライフプランニングとは＞



・いつ（何年後、何歳の時）
・誰と（家族や友人など）
・何を（ライフイベント）
・いくらで（ライフイベント資金）

こうした情報を、
未来年表（ライフプラン表）に書いてみましょう。

＜ライフプランニングで考えること＞
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2033203220312030202920282027202620252024名前

56歳55歳54歳53歳52歳51歳50歳49歳48歳47歳
ハナコ

61歳60歳59歳58歳57歳56歳55歳54歳53歳52歳
タロウ

26歳25歳24歳23歳22歳21歳20歳19歳18歳17歳
レイコ

社会人大4大3大２大1高3高2

24歳23歳22歳21歳20歳19歳18歳17歳16歳15歳
ケンタ

社会人大4大3大2大1高3高2高1中3

84歳83歳82歳81歳80歳79歳78歳77歳76歳75歳
母

＜ライフプラン表（未来年表）＞



＜後半講義＞

ライフプランニングとは?なぜ必要なのか?

ライフプランニングで自分の未来を考える。

変化を見通す～今後に向けたメッセージ～



＜ライフイベント資金＞

日常生活費以外に必要となるライフイベント資金を
イメージしておきましょう。

【データによる平均値】
・教育資金:私立大学4年間で469万円
・住宅資金:首都圏4,383万円
・介護資金:580万円
・老後資金:夫婦 支出＠25.1万円（月3.8万円の赤字）

単身 支出＠14.5万円（月3.1万円の赤字）

このほかにも、
リフォーム費用、旅行費用、車の買い替え
などいろいろ考えられます。



＜大切なのは「私」の未来＞

平均額を知るだけではあまり意味がありません。
未来の「私」が困らないように。

「これから何をしたいのか」と合わせて、
「どんなリスクが潜んでいるのか」を
確認しておきましょう。



≪状況≫
塾や習いごとにたくさんお金をかけてきました。
大学の学費も積み立てしています。

私立大学の授業料は4年間で469万円。

受験費用は＠3万円×受験学部数。
ひとり暮らしの仕送り＠89,300円
大学院、留学、留年、予備校、
ダブルスクールなど・・

＜Aさんの場合＞
～子どもの教育にはお金をかけてあげたい～



≪状況≫
10歳年上で高収入の頼れる夫のおかげで、マイホームにも教育にも
お金をかけてきました。

役職定年、定年退職のあとが大変かも・・・

教育費のピークに年収が大幅ダウン。
教育費とローン返済が家計の固定費となり、
家計が一気に苦しくなるかもしれません。
年下妻の経済的自立が家計を救います。

＜Bさんの場合＞
～夫の年収が高いので、家計には余裕があります～



≪状況≫
最近、会社でつらそうな夫。会社を辞めて起業したいと
いっています。

夫（妻）が会社を辞めて、個人事業主になると
配偶者は第3号被保険者ではなくなります。

妻が50歳の場合、これから10年間、毎月、
国民年金保険料（令和6年で16,980円）を
支払うことに。

＜Cさんの場合＞
～同級生の仲良し夫婦。夫の夢を応援してあげたい～



≪状況≫
住宅ローンの返済が70歳以降も続きます。

老後の家計にとって住宅ローンが大きな負担になる
可能性があります。

ローン金利も今後上がっていく兆しあり。
早めの繰上げ返済で、老後の家計負担を
減らしておきましょう。

＜Dさんの場合＞
～結婚して3年目。家も買ったばかりです～



≪状況≫
年収は高くても、退職金が期待できないかも。

大企業に定年まで勤めた大卒者の退職金額は
平均で2,230万円、中小企業で1,091万円。

勤続年数が短い人や、そもそも退職金制度がない人は、
退職金を期待できません。
自分で老後資金を準備しておく必要があります。

＜Eさんの場合＞
～やりがいを求めて4回転職してきました～



≪状況≫
介護のことなど話題にしにくくて、親と話せないでいます。

親が元気なうちに、お金のこと、介護や亡くなった後の
ことなどを聞いてみましょう。

【介護費用の平均】
初期費用74万円＋8.3万円×61ヶ月＝580万円

子どもがどこまで備えるべきかがわかります。

＜Fさんの場合＞
～ひとりっ子で親の介護が心配です～



＜後半講義＞

ライフプランニングとは?なぜ必要なのか?

ライフプランニングで自分の未来を考える。

変化を見通す～今後に向けたメッセージ～



・今が一番若い
・できることから始める
・経験を積み上げる

・もう年だからとあきらめる
・できない言い訳を探す
・経験値が劣化する

＜変化を見通す 自分の変化＞



・物価高
・消費税10％

2003年 708円
2024年 1,113円
(東京都の最低賃金）

＜変化を見通す 社会の変化＞



・共働きやシニア就労も当たり前の世の中に。
・シニア、未経験でも求人増

⇒この先、まだまだ⾧く働ける!

＜変化を見通す 社会の変化＞



可能な人は、
壁を大きく飛び越えて!

大きくジャンプが難しい人も
2年間の移行期間は大チャンス

＜変化を見通す 壁を大きく飛び越える!＞
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＜年収の壁における、6つの壁＞

100万:住民税課税
住民税がかかりはじめる。

103万:所得税課税
所得税がかかりはじめる。

106万:ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

130万:配偶者の社会保険扶養から外れる ※60歳以上の方は、180万
新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。

150万:所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
配偶者の収入が増えるにしたがって段階的に控除額が減っていく。

201万:所得税配偶者特別控除がなくなる
配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになる。

小

大

小

大

小

小

※影響度
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＜国（厚労省）の支援策＞

出典:厚労省

令和5.10～



◎いまの家計に余裕ができる
◎家族の未来の選択肢が増える
◎自分の老後の年金が増える

＜変化を見通す 壁を越えると・・・＞



可能な人は、
壁を大きく飛び越えて!

大きくジャンプが難しい人も
2年間の移行期間は大チャンス

＜変化を見通す 壁を大きく飛び越える!＞


